
①
低
所
得
世
帯

世
帯
の
収
入
が
お
お
む
ね
市
町
村
民
税
非
課
税
程
度

ま
た
は
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
生
活
保
護
基
準
額
の

１
・
７
倍
以
下
の
世
帯

②
障
が
い
者
世
帯

身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者

の
属
す
る
世
帯

③
高
齢
者
世
帯

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
属
す
る
世
帯
で
、
世
帯
の
所

得
が
生
活
保
護
基
準
額
の
２
・
３
倍
以
下
の
世
帯

④
生
活
保
護
世
帯

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯 ○生活福祉資金貸付制度は、資金の貸付と必

要な相談支援を行うことにより、その世帯の
生活の安定と経済的自立をはかることを目的
とする貸付制度です。
○平成27年４月の生活困窮者自立支援法の施
行に伴い、総合支援資金や緊急小口資金の貸
付を利用する方については、生活困窮者自立
支援制度と連携した支援を行うこととなりま
した。

○対象世帯／低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、
生活保護世帯
※日常生活上または自立生活に資するため一時的に必要
な費用を貸付
※高齢者世帯については、「日常生活上、療養又は介護を
要する状態」であることが必要。

○対象世帯／低所得世帯（※世帯の収入や失業等により
日常生活全般に困難を抱えている世帯）

○対象世帯／低所得世帯、生活保護世帯

生 活 福 祉 資 金
貸付制度のご案内

資 金 の 種 類 と 対 象 世 帯

生活福祉資金貸付制度とは

福祉資金　福祉費 総合支援資金

教育支援資金

ご
利
用
い
た
だ
け
る
世
帯

（
※
資
金
の
種
類
に
よ
り
貸
付
対
象
世
帯
が
異
な
り
ま
す
。）

生業を営むために必要な費用 4,600,000円以内
技能習得及び期間内の生計維持費用 5,800,000円以内
住宅の増改築、補修等費用 2,500,000円以内
福祉用具の購入に必要な費用 1,700,000円以内
障害者用自動車の購入費用 2,500,000円以内
負傷・疾病の療養に必要な費用

療養等期間により
2,300,000円以内介護・障害者サービスを受けるための

費用

災害により臨時に必要な費用 1,500,000円以内
冠婚葬祭に必要な費用

500,000円以内
住居の移転等、給排水設備の設置費用
就職・技能習得等の支度に必要な費用
その他日常生活上一時的に必要な費用

生活支援費 生活再建までに必
要な生活費用

（単身）
月150,000円以内

（2人以上）
月200,000円以内

住居入居費 住宅の賃貸契約の
費用 400,000円以内

一時生活再建費 生活再建に必要な
費用 600,000円以内

教育支援費
高校、高等専門学校、
短大、大学への修学
経費

①高校
　月額35,000円以内

②高等専門学校、短大
　月額60,000円以内

③大学
　月額65,000円以内

就学支度費 入学時に必要な経費 500,000円以内
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東日本大震災で被災地などのため、多くの
企業・団体・個人の方からご支援をいただき、
深く感謝申し上げます。（順不同 ・ 敬称略）

○対象世帯／低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
※高齢者世帯についは、「日常生活上、療養又は介護を要
する状態」であることが必要

※総合支援資金、緊急小口資金については、原則として生活困
窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が貸付の
要件となります。またその他の資金についても、世帯の状況
に応じて同事業を利用いただくことがあります。
※平成28年2月の制度改正により、教育支援資金・教育支援費
について、通常の貸付月額上限額では学費が不足するなど一
定の要件に該当する場合には、教育支援費の貸付上限額を従
来の1.5倍とすることが可能となりました。
※掲載した資金種のほか、居住用不動産を担保に生活費を貸し
付ける不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型
生活資金（生活保護世帯）があります。

寄 付

皆様のご支援
ありがとうございました

緊急小口資金

お住まいの市町村の社会福祉協議会　
または県社協・地域福祉企画部／生活支援相談室へ
（☎ 019-637-4440　FAX 019-637-9722）

お問い合わせは

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困
難となった場合（要件あり） 100,000円以内

株式会社ブリッジ 75,726円
株式会社ブリッジ 76,000円
協豊会 304,000円
協豊会 653,670円
神奈川区障害者地域作業所連絡会 1,600円
岩手県遊技業協同組合 300,000円
岩手中央農業協同組合 10,000円
株式会社佐藤政行種苗 45,000円
丸モ盛岡中央青果株式会社 190,000円
公益社団法人松風花道会岩手支部 11,871円
名郷根法育 1,000円
名郷根和博 1,000円
名郷根博明 1,000円

協賛企業・団体等の皆様へ
盛
岡
地
区

（一財）
岩
手
済
生
医
会

　三
田
記
念
病
院

（社医）
久
仁
会

　内
丸
病
院

い
す
ゞ
自
動
車
東
北
㈱

㈱
ワ
イ
ズ
マ
ン

㈱
久
慈
設
計

丸
モ
盛
岡
中
央
青
果
㈱

岩
手
県
教
職
員
組
合

岩
手
県
自
治
体
労
働
組
合
連
合
会

川
口
印
刷
工
業
㈱

（社医）
康
生
会

　介
護
老
人
保
健
施
設
お
う
し
ゅ
く

と
き
め
き
フ
ァ
ー
ム
㈱

エ
ビ
―
㈱

岩
手
繊
維
㈱

岩
手
中
部
地
区

花
巻
温
泉
㈱

（公財）
総
合
花
巻
病
院

㈿
江
釣
子
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

㈱
シ
ス
テ
ム
ベ
ー
ス

胆
沢
地
区

（医）
創
生
会
胆
江
病
院

気
仙
地
区

吉
浜
漁
業
協
同
組
合

橋
爪
商
事
㈱

広
田
湾
漁
業
協
同
組
合

県
外

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
㈱

岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
企
業
・
団
体
等
の
皆
様

か
ら
の
協
賛
を
い
た
だ
き
、
東
日
本
大
震
災
津
波
の
被
災
者

へ
の
支
援
を
は
じ
め
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
や
新
た

な
社
会
福
祉
の
取
組
み
へ
も
積
極
的
に
関
わ
り
、
豊
か
な
社

会
福
祉
の
実
現
に
向
け
て
全
力
で
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
、
次
の
と
お
り
、
た
く
さ
ん
の
皆
様
か
ら
協
賛

金
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
今
後
一
層
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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